
議第61号

富士市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について

富士市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和 6年 6月 13日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市附属機閲設置条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

富士市附属機関設置条例（平成 30年富士市条例第 7号）の一部を次のように改正する。

月
、ヽ
ー／

日

号

別表第 1に次のように加える。

富士市新病院建 新病院建設に係る基本 1 4人以 (1) 医療関係団体の 委嘱された日

設基本構想等審 構想及び基本計画の策 内 代表者等 から諮間事項

痒n我 b云 、 定に関する事項につい (2) 公募による市民 に係る審議が

て審議すること。 (3) 学識経験者 終了する日ま

(4) 関係行政機関の で

職員

附則

この条例は、令和 6年 7月 1日から施行する。
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議第 62号

富士市地区まちづくりセンター条例の一部を改正する条例制定について

富士市地区まちづくりセンター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。

令和6年 6月 13日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市地区まちづくりセンター条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市地区まちづくりセンタ一条例（平成 19年富士市条例第 23号）の一部を次のように改正

する。

第 3条に次の 1項を加える。

2 前項第 3号に掲げる事業は、次のセンターで行う。

(1) 富士市吉永まちづくりセンター

(2) 富士市大淵まちづくりセンター

(3) 富士市田子浦まちづくりセンター

(4) 富士市富士川まちづくりセンター

(5) 富士市鷹岡まちづくりセンター

第 4条第 2項第 1号中「前条各号」を「前条第 1項各号」に改める。

第 7条の次に次の 3条を加える。

（使用料）

第 7条の 2 センターの使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める額を使

用料として納入しなければならない。

2 使用料は、前条の規定による承認を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が別に

納期を定めたときは、この限りでない。

（使用料の減免）

第 7条の 3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用糾の全部又は一部を減免するこ

とができる。

(1) 使用の目的が第 1条に規定する趣旨に合致すると認めるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

（既納の使用料）

第 7条の 4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を還付することができる。

第 8条第 4号中「営利」を「専ら営利」に改める。

附則の次に次の別表を加える。

別表（第 7条の 2関係）
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二
午前 9時から正午 午後 1時から午後 午後 6時から午後

まで 5時まで 9時 15分まで

会議室 面積 50平方メートル 3 8 0円 5 3 0円 6 1 0円

末満まで

面積 50平方メートル 8 5 0円 1 ， 1 9 0円 1, 3 6 0円

以上 10 0平方メート

ル未満まで

面積 10 0平方メート 1, 4 3 0円 2, 0 0 0円 2, 2 8 0円

ル以上 15 0平方メー

トル未満まで

面積 15 0平方メート 2, 0 0 0円 2, 8 1 0円 3, 2 1 0円

ル以上

和室 4 6 0円 6 5 0円 740円

調理実習室 6 3 0円 8 8 0円 1 , 0 1 0円

附則

1 この条例は、令和 7年 4月 1Sから施行する。

2 この条例の施行の日前に承認した地区まちづくりセンターの使用に係る使用料については、改

正後の第 7条の 2の規定にかかわらず、徴収しない。
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議第63号

富士市税条例の一部を改正する条例制定について

富士市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和6年 6月 13日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市税条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市税条例（昭和 61年富士市条例第 32号）の一部を次のように改正する。

第 23条の 2第 1項中「若しくは金銭」を削る。

第 62条中「第 64条第 4項」を「第 15 2条第 5項」に改める。

附則第 6条の 2を削る。

附則第 12条の 2中第 22項を同条第 23項とし、第 13項から第 21項までを 1項ずつ繰り下

げ、第 12項の次に次の 1項を加える。

1 3 法附則第 15条第 25項第 2号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定め

る割合は、 7分の 6とする。

附則

この条例は、公布の Hから施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める Hか

ら施行する。

(1) 第 62条の改正規定令和 7年 4月 1S 

(2) 第 23条の 2第 1項の改正規定及び附則第 6条の 2を削る改正規定 公益信託に閲する法律

（令和 6年法律第 30号）の施行の日の属する年の翌年の 1月 1S 
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議第64号

富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の一部を改正す

る条例制定について

富上市富上・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定するものとする。

令和6年 6月 13日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例（令和 2年富士市条例第 37号）の一

部を次のように改正する。

目次中「重度開発届出」を「重度開発又は土地の改変事業の届出」に改める。

第 1条中「をいう」の次に「。以下同じ」を、「重度開発」の次に「又は土地の改変事業」を加え

る。

第 2条第 7号を同条第 9号とし、同条第 6号中「重度開発」を「重度開発等」に改め、同号を同

条第 8号とし、同条第 5号中「重度開発」の次に「又は上地の改変事業」を加え、同号を同条第 7

号とし、同条第 4号中「重度開発」の次に「又は上地の改変事業」を加え、同号を同条第 6号とし、

同条第 3号の次に次の 2号を加える。

(4) 上地の改変事業 森林地内の伐採跡地を次のいずれかに該当する事業（当該事業に供した後、

森林の用途に供するものに限る。）に供することをいう。

ア 富士市上砂等による上地の埋立て等の規制に関する条例（平成 22年富士市条例第 25号）

第 2条第 2号に規定する上地の埋立て等を行う事業（森林機能を保全するための事業を除く。）

イ 廃稟物の処理及び清掃に閲する法律（昭和 45年法律第 13 7号）第 8条第 1項に規定す

る一般廃棄物の最終処分場及び同法第 15条第 1項に規定する産業廃稟物の最終処分場の設

置並びにその構造及び規模の変更の事業

(5) 重度開発等 璽度開発又は森林法第 10条の 2に規定する開発行為の許可が必要な上地の改

変事業をいう。

第 5条第 2項中「重度開発」の次に「又は土地の改変事業」を加える。

「第 2節 重度開発届出」を「第 2節 璽度開発又は上地の改変事業の届出」に改める。

第 7条第 1項中「重度開発」の次に「又は上地の改変事業」を加え、同条第 3項第 3号中「

5 0 0平方メートル未満」の次に「又は上地の改変事業を行う面積が 1ヘクタール以下」を、 「お

いて重度開発」の次に「又は上地の改変事業」を加え、 「行われていない事業」を「行われていな

いもの」に改める。

第 22条第 1号中「重度開発」を「重度開発等」に改める。

第 25条中「これを重度開発しようとする」を「当該森林地において重度開発等を実施しようと

する」に改める。
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附則

1 この条例は、令和 6年 10月 1Sから施行する。

2 この条例の施行の日前に改正後の富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例

（以下「新条例」という。）第 2条第 4号に規定する土地の改変事業であって、当該事業の実施に

係る主たる免許若しくは許可を受けたもの又は許可の申請若しくは届出をしたものについては、

新条例第 7条から第 24条までの規定は適用しない。
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議第65号

富士市水道事業布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び

水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例制定について

富上市水道事業布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和6年 6月 13日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市水道事業布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格を定める条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市水道事業布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格

を定める条例（平成 24年富士市条例第 18号）の一部を次のように改正する。

第 4条第 6号中「厚生労働大臣」を「国士交通大臣及び環境大臣」に改める。

附則

1 この条例は、公布の Hから施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の富士市水道事業布設工事監督者を配置する工事並びに布設工

事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例第 4条第 6号に規定する講習の課程を修了した

者は、改正後の富士市水道事業布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技

術管理者の資格を定める条例第 4条第 6号に規定する講習の課程を修了したものとみなす。
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議第66号

富士市立博物館条例の一部を改正する条例制定について

富士市立博物館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和6年 6月 13日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市立博物館条例の一部を改正する条例

令和 年

（ 
条例第

富士市立博物館条例（昭和 55年富士市条例第 30号）の一部を次のように改正する。

月
、ヽ
ー／

日

号

第 6条第 1項中「別表」を「別表第 1」に改める。

第 8条の次に次の 3条を加える。

（使用料）

第 8条の 2 前条の規定に基づき使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）のうち、エ芸室

及び実習室の使用者は、別表第 2に定める額を使用料として納入しなければならない。

2 使用料は、前条の規定による許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が別に

納期を定めたときは、この限りでない。

（使用料の減免）

第 8条の 3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することが

できる。

（既納の使用料）

第 8条の 4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を還付することができる。

第 10条中「第 8条の規定に基づき使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）」を「使用

者」に改める。

別表を別表第 1とし、同表の次に次の 1表を加える。

別表第 2 (第 8条の 2関係）

博物館の施設の使用糾

＼ ｛史用区分

午前 9時から 午後 1時から 午後 6時から

正午まで 午後 4時まで 午後 9時まで

工芸室 5 0 0円 5 0 0円 5 0 0円

実習室 3 0 0円 3 0 0円 ＼ 
附則

1 この条例は、令和 7年 4月 1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可した工芸室及び実習室の使用に係る使用料については、改正後の

第 8条の 2の規定にかかわらず、徴収しない。
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議第67号

砂山公園プールの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例制定につ

いて

砂山公園プールの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例を別紙のとおり制定

するものとする。

令和6年 6月 13日提出

富士市長 小長井 義正
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砂山公園プールの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

令和 年

（ 
条例第

月
、ヽ
ー／

日

号

（趣旨）

第 1条 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 

年法律第 11 7号。以下「法」という。）第 18条の規定に基づき、市民の健康の増進とレク

リエーションの振興を目的とする砂山公園プール（以下「施設」という。）の公共施設等運営権（法

第 2条第 7項に規定する公共施設等運賞権をいう。以下同じ。）に係る実施方針（法第 5条第 1項

に規定する実施方針をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（民間事業者の選定の手続）

第 2条 市長は、法第 16条の規定により、選定事業者（法第 2条第 5項に規定する選定事業者を

いう。以下同じ。）に、施設の運営等（同条第 6項に規定する運営等をいう。以下同じ。）に係る

公共施設等運賞権を設定することができる。

2 前項の規定により公共施設等運営権を設定されることとなる選定事業者として選定されようと

する民間事業者は、事業計両書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準に適合すると認めた者を

選定事業者として選定する。

(1) 施設の運営等に関する計両が当該運営等に係る業務の適正かつ確実な実施のために適切なも

のであること。

(2) 施設の運営等を適切かつ確実に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者

であること。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、実施方針で定める見準を満たすこと。

（運営等の基準）

第 3条 前条第 1項の規定により市長が公共施設等運営権を設定した選定事業者（以下「公共施設

等運営権者」という。）は、施設を、常に良好な状態において維持管理し、経済的価値を十分に発

揮するよう最も効率的にこれを運営しなければならない。

2 施設の休館日、開館時間その他運営等について必要な事項は、公共施設等運営権者が市長と協

議して定める。

（業務の範囲）

第4条 公共施設等運営権者は、第 1条に規定する施設の目的を達成するために、施設の改修、維
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持管理その他必要な業務を行う。

2 市長は、実施方針において、前項に規定する業務の範囲内で、公共施設等運営権者が行う業務

の具体的内容を定めることができる。

（利用料金）

第 5条 施設の利用料金（法第 2条第 6項に規定する利用料金をいう。以下同じ。）の額は、施設の

利用状況等を勘案して適正な額を公共施設等運営権者が定める。

2 公共施設等運営権者は、必要があると認められる場合には、利用料金の全部又は一部を免除し、

又は返還することができる。

（公共施設等運営権の対価）

第 6条 市長は、公共施設等運営権者から、法第 20条に規定する費用に相当する金額その他の公

共施設等運営権の設定に伴う対価（以下「運賞権対価」という。）を徴収するものとする。

2 運営権対価の額、支払方法その他必要な事項は、法第 22条第 1項の規定により締結する公共

施設等運営権実施契約に定めるものとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第68号

富士市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について

富士市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。

令和6年 6月13日提出

富士市長 小長井 義正
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富士市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

年

第
例

和令

条（
 

月
、ヽ
ー／

日

号

富士市消防団員等公務災害補償条例（昭和 41年富士市条例第 42号）の一部を次のように改正

する。

第 5条第 2項第 2号中「 8, 9 0 0円」を「 9, 1 0 0円」に改める。

別表中「 12, 4 4 0円」を「 12, 500円」に、「 13, 320円」を「 13,350円」

に、「 10,670円」を「 10,800円」に、「 11 , 5 5 0円」を「 11 , 6 5 0円」に、

「8, 9 0 0円」を「 9, 1 0 0円」に、 「9, 7 9 0円」を「 9, 9 5 0円」に改める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条

例」という。）の規定は、令和 6年 4月 1日（以下「適用 H」という。）から適用する。

2 新条例第 5条第 2項及び別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに

適用 H前に支給すべき事由の生じた適用 H以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺

族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、適用日前に支給すべき事由の生

じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び適用 H前に支給すべき事由の生じた適用 H前の期間

に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の富士市消防団員等公務災害補償条例

第 5条第 2項及び別表の規定により支給された損害補償及び傷病補償年金等は、新条例の規定に

よる損害補償及び傷病補償年金等の内払とみなす。
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